
    

    

子どもの貧困対策の推進について 子どもの貧困対策の推進について 子どもの貧困対策の推進について 子どもの貧困対策の推進について 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

周南市こども健康部次世代支援課 
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１ 子どもの貧困対策に向けた取組みの背景と状況 １ 子どもの貧困対策に向けた取組みの背景と状況 １ 子どもの貧困対策に向けた取組みの背景と状況 １ 子どもの貧困対策に向けた取組みの背景と状況 

（１）子どもの貧困とは（１）子どもの貧困とは（１）子どもの貧困とは（１）子どもの貧困とは 

【平成２８年国民生活基礎調査】 【平成２８年国民生活基礎調査】 【平成２８年国民生活基礎調査】 【平成２８年国民生活基礎調査】 

■子どもの貧困率  １３．９％ 

（１７歳以下の子ども約７人に１人が貧困状態にある。） 

※貧困率（相対的貧困率）とは、国民の平均的な所得の半分（１２２万円）に満たない 

世帯の割合 

■子どもがいる世帯のうち、大人が一人の世帯（ひとり親家庭等）の貧困率  ５０．８％ 

    （子どもの貧困率は改善されたが、ひとり親家庭等の貧困率は５割を超える。） 

 

区分 区分 区分 区分 Ｈ１８ Ｈ１８ Ｈ１８ Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２７ Ｈ２７ Ｈ２７ Ｈ２７ 

相対的貧困率 15.7％ 16.0％ 16.1％ 15.6％ 

子どもの貧困率 14.2％ 15.7％ 16.3％ 13.9％ 

子どもがいる世帯の

うち、大人が一人の

世帯の貧困率 

54.3％ 50.8％ 54.6％ 50.8％ 

※国民生活基礎調査 

 

 

（２）国における子どもの貧困対策（２）国における子どもの貧困対策（２）国における子どもの貧困対策（２）国における子どもの貧困対策 

年 月 日 内容 年 月 日 内容 年 月 日 内容 年 月 日 内容 

平成 25 年 6 月 26 日 子どもの貧困対策の推進に関する法律 公布 

平成 26 年 
1 月 17 日 子どもの貧困対策の推進に関する法律 施行 

8 月 29 日 子供の貧困対策に関する大綱 閣議決定 

平成 27 年 

4 月 2 日 子供の未来応援国民運動 発起人集会 

10 月 子供の未来応援国民運動 始動（子供の未来応援基金 創設） 

12 月 

子どもの貧困対策会議 

（「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」を決定） 

地域子供の未来応援交付金の創設 

平成 28 年 
9 月 

子供の未来応援交付金地域ネットワーク形成支援事業の促進 

※交付金の利便性を高め利用を促すため「実態調査のみ」の申請を認める。 

10 月 子供の未来応援基金による支援団体決定（全国 86 団体） 
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子供の貧困対策に関する大綱について子供の貧困対策に関する大綱について子供の貧困対策に関する大綱について子供の貧困対策に関する大綱について・・・・・【参考資料１】    

    

目的・理念 目的・理念 目的・理念 目的・理念 

・子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が

世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等等を図る。 

   ・すべての子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの

貧困対策を総合的に推進する。 

 

基本的な方針 基本的な方針 基本的な方針 基本的な方針 

   ・貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指す。 

   ・第一に子どもに視点を置いて、切れ目のない施策の実施等に配慮する。 

   ・子どもの貧困の実態を踏まえて対策を推進する。     など、１０の基本的な方針 

 

子どもの貧困に関する指標 子どもの貧困に関する指標 子どもの貧困に関する指標 子どもの貧困に関する指標 

   ・生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率  ９０．８％（平成25年度） 

   ・スクールソーシャルワーカーの配置人数     １，００８人（平成25年度） 

など、２５の指標 

 

指標の改善に向けた当面の重点施策 指標の改善に向けた当面の重点施策 指標の改善に向けた当面の重点施策 指標の改善に向けた当面の重点施策 

   ・教育の支援             ・経済的支援 

   ・生活の支援             ・子どもの貧困に関する調査研究等 

   ・保護者に対する就労の支援      ・施策の推進体制等 

 

 

 

（３）山口県の子どもの貧困の現状（３）山口県の子どもの貧困の現状（３）山口県の子どもの貧困の現状（３）山口県の子どもの貧困の現状 

【生活保護世帯の推移】                       （単位：世帯、‰） 

区分 区分 区分 区分 Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ 

山口県世帯数（保護率） 12,748（11.8） 12,890（11.8） 

全国世帯数（保護率） 1,498,375（16.2） 1,612,340（17.0） 

 

【就学援助率の推移】                          （単位：％） 

区分 区分 区分 区分 Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ 

山口県 25.48 23.81 

全国 15.58 15.39 

※山口県こども家庭課調べ  
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（４）山口県における子どもの貧困対策（４）山口県における子どもの貧困対策（４）山口県における子どもの貧困対策（４）山口県における子どもの貧困対策 

年 月 内容 年 月 内容 年 月 内容 年 月 内容 

平成 27 年 7 月 山口県子どもの貧困対策推進計画 策定 

平成 28 年 

5 月 子どもの居場所づくり協議会 立ち上げ 

11 月 子どもの居場所づくりモデル事業説明会（中間報告） 開催 

平成 29 年 

3 月 子どもの居場所づくりモデル事業説明会（成果・課題） 開催 

4 月 「子どもの居場所づくり」の手引き 作成・配布 

   

 

 

 

山口県子どもの貧困対策推進計画について山口県子どもの貧困対策推進計画について山口県子どもの貧困対策推進計画について山口県子どもの貧困対策推進計画について・・・・・【参考資料２】    

    

計画策定の趣旨 計画策定の趣旨 計画策定の趣旨 計画策定の趣旨 

    ・子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧

困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等等を図

る子どもの貧困対策は極めて重要 

    ・国の動向を踏まえ、本県においても、子どもの将来がその生まれ育った環境によって

左右されることなく、すべての子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の

実現を目指し、子どもの貧困対策を総合的に推進するための基本方針 

  

   計画の位置付け・期間 計画の位置付け・期間 計画の位置付け・期間 計画の位置付け・期間 

    ・計画の位置付け 

    「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条の規定に基づく「都道府県計画」 

・計画期間 

平成27年度から平成31年度までの５年間 
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（５）県内他市における取組み（５）県内他市における取組み（５）県内他市における取組み（５）県内他市における取組み・・・・・【参考資料３】    

■山口市「子どもの生活・学習支援（居場所づくり）事業」（民間委託） 

事業内容 

 ①「子どもの居場所」の開設・運営  ②生活・学習支援の実施  ③食事の提供 

 

名 称 名 称 名 称 名 称 受託者（運営主体） 受託者（運営主体） 受託者（運営主体） 受託者（運営主体） 開催日等 開催日等 開催日等 開催日等 
参加 参加 参加 参加 

費用 費用 費用 費用 

なのはなクラブ 
ＮＰＯ法人 

山口せわやきネットワーク 

土曜日 

15：00～19：30 
無料 

ＩＢＳクラブ 母子生活支援施設「沙羅の木」 
金曜日 

15：00～19：00 
無料 

    ※関係団体への聞き取りによる   

    

【参考】県内の民間による取組み（子ども食堂） 【参考】県内の民間による取組み（子ども食堂） 【参考】県内の民間による取組み（子ども食堂） 【参考】県内の民間による取組み（子ども食堂） 

名 称 名 称 名 称 名 称 運営主体 運営主体 運営主体 運営主体 開催日等開催日等開催日等開催日等    
参加 参加 参加 参加 

費用 費用 費用 費用 
所在地 所在地 所在地 所在地 

生野きらら 

子ども食堂 

高齢社会をよくする下関女

性の会 
土曜日 無料 下関市 

ららら♪ 

Ｋｉｔｃｈｅｎ 
社会福祉法人むべの里 火曜日 200円 

宇部市 

うべゆうやけ 

こども食堂 
シーチェスト 月曜日 

こども300円 

おとな500円 

とりでこども食堂 ＮＰＯ法人とりで 月２回 
こども無料 

おとな500円 

岩国市 

ゆうあい 

子ども食堂 

岩国市社会福祉協議会 

由宇支部 
月１回 

こども無料 

おとな300円 

周陽・桜木 

今宿 

こども食堂 

ＮＰＯ法人ラブエコ周南 月１回 
小学生100円 

おとな300円 
周南市 

    ※山口県こども家庭課調べ  
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２ 本市における取組み２ 本市における取組み２ 本市における取組み２ 本市における取組み 

年 月 日 内容 年 月 日 内容 年 月 日 内容 年 月 日 内容 

平成 28 年 5 月～ 県子どもの居場所づくり協議会 委員として参加 

平成 29 年 

5 月 28 日 「子どもの問題啓発セミナーin 周南」 開催 （ＮＰＯ法人実施） 

9 月～ 「周南市子どもの生活に関する実態調査」 実施 

11 月 3 日 

～5 日 
「朝日子どもの未来チェンジメーカー養成講座」 参加 

平成 29 年 

平成 30 年 

10 月 

2 月 

「子どもの貧困問題に取り組む地域コーディネーター養成研修」  

周南会場開催協力及び参加 （ＮＰＯ法人実施＜県事業＞） 

    

    

（１）周南市子どもの生活に関する実態調査（１）周南市子どもの生活に関する実態調査（１）周南市子どもの生活に関する実態調査（１）周南市子どもの生活に関する実態調査・・・・・【参考資料４】 

    

目的 目的 目的 目的 

本市の子ども貧困対策に係る福祉・教育施策の方向性を検討するため、庁内関係課と連携

して、子育て世帯の経済状況、生活状況、子どもへの影響、支援ニーズ等について調査・分

析を行い、この調査結果を本市における「子どもの明るい未来サポート事業」など、子ども

の貧困対策を推進するための施策立案の基礎資料として活用することを目的とする。 

 

調査対象 調査対象 調査対象 調査対象 

  Ⅰ 小学校第２学年の保護者      約 1,200世帯 

Ⅱ 小学校第５学年の保護者、児童   約1,300世帯 

  Ⅲ 中学校第２学年の保護者、生徒   約1,200世帯 

   Ⅳ 未就学児の保護者         約 2,400世帯 

Ⅴ 16歳以上18歳未満の保護者、本人 約1,200世帯 

  計約7,300世帯 計約7,300世帯 計約7,300世帯 計約7,300世帯 

Ⅵ 18歳未満の子どもがおり、生活保護・児童扶養手当のいずれかを利用している世帯 

生活保護は約100世帯、児童扶養手当は約1,200世帯 

     計約1,300世帯計約1,300世帯計約1,300世帯計約1,300世帯 
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回収状況 回収状況 回収状況 回収状況 

○回収率の想定：学校経由の場合は、７０％、郵送の場合は、４０％と想定。 

○回収結果として、学校経由の場合、約８０～９０％と想定よりも高く、郵送の場合、 

未就学児保護者は、５４．３％で想定よりも高かったが、16歳以上18歳未満の保護者と

子どもは約３１％、支援利用者は約２１％と想定よりも下回った。 

 

対 象 配布数 回収数 回収率 配布・回収方法 

未就学児保護者 ２，４００件 １，３０２件 ５４．３％ 郵送 

小２・保護者 小２・保護者 小２・保護者 小２・保護者 １，２２３件 １，２２３件 １，２２３件 １，２２３件 １，０８３件 １，０８３件 １，０８３件 １，０８３件 ８８．６％ ８８．６％ ８８．６％ ８８．６％ 

学校経由 学校経由 学校経由 学校経由 

小５・保護者 小５・保護者 小５・保護者 小５・保護者 １，２８４件 １，２８４件 １，２８４件 １，２８４件 １，０４０件 １，０４０件 １，０４０件 １，０４０件 ８１．０％ ８１．０％ ８１．０％ ８１．０％ 

小５・子ども 小５・子ども 小５・子ども 小５・子ども １，２８４件 １，２８４件 １，２８４件 １，２８４件 １，０４６件 １，０４６件 １，０４６件 １，０４６件 ８１．５％ ８１．５％ ８１．５％ ８１．５％ 

中２・保護者 中２・保護者 中２・保護者 中２・保護者 １，２２５件 １，２２５件 １，２２５件 １，２２５件 １，１０９件 １，１０９件 １，１０９件 １，１０９件 ９０．５％ ９０．５％ ９０．５％ ９０．５％ 

中２・子ども 中２・子ども 中２・子ども 中２・子ども １，２２５件 １，２２５件 １，２２５件 １，２２５件 １，１１０件 １，１１０件 １，１１０件 １，１１０件 ９０．６％ ９０．６％ ９０．６％ ９０．６％ 

16歳以上18歳未満・

保護者 
１，２００件 ３８１件 ３１．８％ 

郵送 

16歳以上18歳未満・

子ども 
１，２００件 ３７９件 ３１．６％ 

支援利用者・保護者 １，０６３件 ２２４件 ２１．１％ 

支援利用者・子ども １，０６３件 １４０件 １３．２％ 

  ※支援利用者・子どもは、小学６年生以上のみ対象とする。 

  ※支援利用者１，０６３件の内、児童扶養手当対象１，０５６件、生活保護のみ７件。 

 

報告書作成 報告書作成 報告書作成 報告書作成 

○回収、集計の上、中間報告書作成（平成 29年 10月 31日） 

   ○支援関係者ヒアリング、有識者意見聴取、分析の上、最終報告書作成（平成30年3月31日） 
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（２）（２）（２）（２）子どもの明るい未来サポート検討チーム 子どもの明るい未来サポート検討チーム 子どもの明るい未来サポート検討チーム 子どもの明るい未来サポート検討チーム 

目的 目的 目的 目的 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがなく、すべての子どもた

ちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策等を検討する

ため、庁内横断的なプロジェクトチームとして、「子どもの明るい未来サポート検討チーム」

を設置。 

 

庁内関係１４課 庁内関係１４課 庁内関係１４課 庁内関係１４課 

  平成２９年度は、実態調査の実施について、調査項目及び調査方法の検討などを議題とする。

平成３０年度からは、実態調査結果を踏まえ、総合的な子どもの貧困対策を全庁あげて進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役割 役割 役割 役割 

①「子どもの明るい未来サポート検討チーム」会議（年３回程度）への出席 

②「子どもの生活に関する実態調査」実施に向けた意見聴取 ※平成２９年度 

③「子どもの貧困対策」に関する情報の提供 

④ 市内全域を対象としたセミナー等開催時に関係団体への声掛け 
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（３）施策の具体的な展開 ～平成30年度事業と更なる事業推進に向けて （３）施策の具体的な展開 ～平成30年度事業と更なる事業推進に向けて （３）施策の具体的な展開 ～平成30年度事業と更なる事業推進に向けて （３）施策の具体的な展開 ～平成30年度事業と更なる事業推進に向けて 

    

事業展開イメージ 事業展開イメージ 事業展開イメージ 事業展開イメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

    

事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 

    

①『子どもの居場所づくり事業』モデル事業 ①『子どもの居場所づくり事業』モデル事業 ①『子どもの居場所づくり事業』モデル事業 ①『子どもの居場所づくり事業』モデル事業 

 

  

 

 

 

 

目的 ： モデル事業の実施により、子どもの状況、対象、運営方法、時期、地域資

源や関係団体の思いなどを活かせる活動を柔軟に生み出すことなど、その

手法や課題等について検証し、市内全域に子どもの居場所を広げていくこ

とを目指す。 

 

内容 ： 生活習慣の習得や学習支援、食事の提供を行う【モデル事業】 

 （月２回程度、１５時～２０時程度） 

 

対象 ： 放課後に子どもたちだけで過ごすことが多い小・中学生 

 

地域 ： 周南東部１ヶ所、周南西部１ヶ所の計２ヶ所 

 

関係団体 ： 徳山大学、ＮＰＯ法人、市社会福祉協議会、地域団体等と連携 

   ※ＣＯＣ事業、がくまちプロジェクト、学生地域コンシェルジュ  

 

その他 ： 日本財団の「子どもの貧困対策プロジェクト」 

  地域コーディネーター養成研修修了者、社会福祉法人などと連携 

Ｈ29 Ｈ30 
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②『地域子どもの未来応援事業』周知啓発事業 ②『地域子どもの未来応援事業』周知啓発事業 ②『地域子どもの未来応援事業』周知啓発事業 ②『地域子どもの未来応援事業』周知啓発事業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの明るい未来サポート体制関係図】 【子どもの明るい未来サポート体制関係図】 【子どもの明るい未来サポート体制関係図】 【子どもの明るい未来サポート体制関係図】 

親子ども

保育所保育所保育所保育所

児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ

学習ボランティア学習ボランティア学習ボランティア学習ボランティア

ＮＰＯ法人等ＮＰＯ法人等ＮＰＯ法人等ＮＰＯ法人等

調理ボランティア調理ボランティア調理ボランティア調理ボランティア

協力企業（食料品等）

＜市教育委員会＞＜市教育委員会＞＜市教育委員会＞＜市教育委員会＞

小中学校小中学校小中学校小中学校
担任、養護教諭担任、養護教諭担任、養護教諭担任、養護教諭
小中学校ＰＴＡ小中学校ＰＴＡ小中学校ＰＴＡ小中学校ＰＴＡ

スクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカー
（ＳＳＷ）（ＳＳＷ）（ＳＳＷ）（ＳＳＷ）

市次世代支援課市次世代支援課市次世代支援課市次世代支援課

市関係１４課市関係１４課市関係１４課市関係１４課

←←←←（事業委託）

（拠点・相談員サポート）
↓↓↓↓

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園

←←←←（虐待
防止）

（学校のプラットフォーム化）→→→→

＜日本財団＞＜日本財団＞＜日本財団＞＜日本財団＞
「子どもの貧困対策プロジェクト」「子どもの貧困対策プロジェクト」「子どもの貧困対策プロジェクト」「子どもの貧困対策プロジェクト」

↑↓↑↓↑↓↑↓庁内連携

↑↓↑↓↑↓↑↓情報交換・連携

＜地域団体等＞＜地域団体等＞＜地域団体等＞＜地域団体等＞

市民センター市民センター市民センター市民センター

民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員
地区社協、母推、食推地区社協、母推、食推地区社協、母推、食推地区社協、母推、食推

コミュニティ、体振コミュニティ、体振コミュニティ、体振コミュニティ、体振
子ども会、スポーツ少年団子ども会、スポーツ少年団子ども会、スポーツ少年団子ども会、スポーツ少年団

地域スポーツクラブ地域スポーツクラブ地域スポーツクラブ地域スポーツクラブ

＜徳山大学＞＜徳山大学＞＜徳山大学＞＜徳山大学＞

「がくゆうキッズプログラム」「がくゆうキッズプログラム」「がくゆうキッズプログラム」「がくゆうキッズプログラム」
福祉情報学部、ＣＯＣ事業福祉情報学部、ＣＯＣ事業福祉情報学部、ＣＯＣ事業福祉情報学部、ＣＯＣ事業

がくまちプロジェクトがくまちプロジェクトがくまちプロジェクトがくまちプロジェクト
学生地域コンシェルジュ学生地域コンシェルジュ学生地域コンシェルジュ学生地域コンシェルジュ

＜相談機関等＞＜相談機関等＞＜相談機関等＞＜相談機関等＞

児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所
保健師保健師保健師保健師
保健所保健所保健所保健所

病院・歯科医病院・歯科医病院・歯科医病院・歯科医
警察警察警察警察

放課後子供教室放課後子供教室放課後子供教室放課後子供教室

 

内容 ： 市内４ヶ所程度で啓発セミナー、養成研修を開催 

 

対象 ： 子どもの貧困対策に関心がある方 

     ※既存団体に限らず、新たな人材（担い手）を発掘 

 

地域 ： 周南市の中央、東部、西部、北部、計４ヶ所 

 

関係団体 ： 民生委員・児童委員、地区社協、母子保健推進員、食生活改善推進員、

コミュニティ、体育振興会、子ども会、ＰＴＡ、地域スポーツクラブ  

 

その他 ：研修受講後、地域における自発的活動を促進 


